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○松戸市議会政務活動費の交付に関する規程 

平成13年３月29日 

松戸市議会訓令甲第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、松戸市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年松

戸市条例第18号。以下「条例」という。）に基づく政務活動費の交付に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（会派結成等の届出） 

第２条 議員が会派を結成した場合において、政務活動費の交付を受けようと

するときは、その会派の代表者は、議長に対し会派（結成・異動）届（第１

号様式）を提出しなければならない。届け出た事項に異動が生じた場合も、

同様とする。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であ

った者は、議長に対し会派解散届（第２号様式）を提出しなければならない。 

３ 議長は、前２項の規定により提出された届出書の写しを市長に送付するも

のとする。この場合における送付書の様式は、第３号様式とする。 

（交付申請） 

第３条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度、

政務活動費交付申請書（第４号様式）を議長を経由して市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、政務活動費の額に変

更が生じたときは、政務活動費変更交付申請書（第５号様式）を議長を経由

して市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第４条 前条の規定による政務活動費の交付申請及び変更交付申請に対する決

定は、政務活動費交付決定（変更）通知書（第６号様式）によるものとする。 

（交付の時期） 

第５条 政務活動費は、交付月の７日（１月については10日とする。以下「交
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付日」という。）に交付する。ただし、交付日が国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）、

土曜日又は日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日

法による休日、土曜日又は日曜日でない日を交付日とする。 

２ 一四半期の途中において議員の任期が満了した場合における政務活動費の

交付については、任期開始日の属する月の翌月（その日が１日の場合は、当

月）を交付月とし、当該四半期の最後の月分までを交付する。この場合にお

いて、任期開始日の属する月が第４四半期に属する場合を除き、次の四半期

分の政務活動費を併せて交付することができる。 

３ 前項本文の規定は、条例第３条第３項の規定により一四半期の途中におい

て新たに結成された会派に対し政務活動費を交付する場合について準用する。

この場合において、前項中「議員の任期が満了した」とあるのは「新たに会

派が結成された」と、「任期開始日」とあるのは「結成された日」と読み替

えるものとする。 

（交付請求） 

第６条 政務活動費の交付決定を受けた会派の代表者及び議員は、政務活動費

の交付日の３日前までに、政務活動費交付請求書（第７号様式）を市長に提

出しなければならない。 

（経費の用途） 

第７条 条例第５条第２項に規定する政務活動に要する経費として使用するこ

とができる用途は、次の各号に掲げる経費の項目に応じ、それぞれ当該各号

に掲げる用途とするものとする。 

（1） 調査研究費 交通費、宿泊費、資料印刷費、調査委託費等 

（2） 研修費 会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等 

（3） 広報費 広報紙、報告書印刷費及び送料、会場費等 

（4） 広聴費 会場費、印刷費、茶菓子代等 

（5） 会議費 会場費、茶菓子代等 

（6） 資料作成費 印刷製本費、翻訳料、委託料等 
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（7） 資料購入費 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料

等 

（8） 人件費 給料、手当、賃金等 

（9） 事務所費 事務所の賃借料、維持管理費等 

（10） 事務費 文具費、消耗器材費、備品購入費、通信費、リース料、使

用料等 

（11） 通信交通費 通信費、交通費等 

（経理責任者等会議の設置） 

第８条 政務活動費の適正な運用を図るため、経理責任者等会議を設置する。 

２ 会議は、政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員をもって組

織する。 

（収支報告書） 

第９条 条例第７条第１項及び第３項に規定する収支報告書の様式は、第８号

様式とする。 

２ 前項の収支報告書には、領収書又はこれに準ずる書類を添付するものとす

る。 

３ 議長は、条例第７条第１項及び第３項の規定により提出された第１項の収

支報告書の写しを市長に送付するものとする。この場合における送付書の様

式は、第９号様式とする。 

（会計帳簿等の整理保存） 

第１０条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動

費の支出について、会計帳簿を調整し、その内訳を明確にするとともに、領

収書等の証拠書類を整理保存しなければならない。 

２ 前項の領収書等の証拠書類については、次に定めるところにより、処理す

るものとする。 

（1） 政務活動費の支出に当たっては、領収書を徴すること。ただし、やむ

を得ない事由により領収書を徴することができないときは、会派の代表者

及び議員が発行した支払証明書（第10号様式）を、調査研究費及び研修費



4 

のうち交通費にあっては旅費精算書（第11号様式）を、通信交通費にあっ

ては支出明細書兼証明書（第12号様式）をもってこれに代えることができ

る。 

（2） 第７条に規定する経費の項目のうち、調査研究費及び研修費（交通費、

宿泊費等に限る。）については、旅費精算書（第11号様式）を作成するこ

と。 

３ 前２項の規定による会計帳簿及び領収書等の証拠書類の保存については、

松戸市議会事務局処務規程（昭和52年松戸市議会訓令甲第１号）の定めると

ころによる。 

（補則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年９月26日松戸市議会訓令甲第３号） 

この訓令甲は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年９月30日松戸市議会訓令甲第１号） 

この訓令甲は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月３日松戸市議会訓令甲第１号） 

この訓令甲は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年２月26日松戸市議会訓令甲第１号） 

（施行期日等） 

１ この訓令甲は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この訓令甲による改正後の松戸市議会政務活動費の交付に関する規程の規

定は、この訓令甲の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、この訓

令甲の施行の日前にこの訓令甲による改正前の松戸市議会政務調査費の交付

に関する規程の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例に

よる。 

 



5 

附 則（平成27年４月１日松戸市議会訓令甲第１号） 

この訓令甲は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月27日松戸市議会訓令甲第１号） 

この訓令甲は、公布の日から施行する。 

附 則（令和８年３月24日松戸市議会訓令甲第２号） 

この訓令甲は、令和８年４月１日から施行する。 




